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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の生体情報を検出するベッドサイドモニタと、該ベッドサイドモニタとの間が該ベ
ッドサイドモニタへの情報送信が不能な片方向通信で接続され、該ベッドサイドモニタか
ら患者の生体情報の送信を受けて患者の生体情報を管理するセントラルモニタとを備えた
病院内システムに採用される、
　前記病院内システムから現在時刻を取得する時刻取得部と、
　前記時刻取得部で取得した現在時刻の設定を受けて、該設定に引き続き、自律的に現在
時刻を管理する時刻管理部と、
　操作を受けて、前記時刻管理部で管理されている現在時刻を前記ベッドサイドモニタに
送信する時刻送信部とを備えたことを特徴とする生体情報モニタ時刻設定装置。
【請求項２】
　前記時刻取得部が、現在時刻を、標準時報局から取得するものであることを特徴とする
請求項１記載の生体情報モニタ時刻設定装置。
【請求項３】
　前記時刻送信部は、この生体情報モニタ時刻設定装置に対する、現在時刻送信以外の他
の所定の処理を指示する操作を受けて、該他の所定の処理を実行するとともに、前記ベッ
ドサイドモニタに向けて現在時刻を送信するものであることを特徴とする請求項１記載の
生体情報モニタ時刻設定装置。
【請求項４】
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　前記時刻送信部は、現在時刻を、前記ベッドサイドモニタに向けて、赤外線通信により
送信するものであることを特徴とする請求項１記載の生体情報モニタ時刻設定装置。
【請求項５】
　前記時刻送信部は、現在時刻を、前記ベッドサイドモニタに向けて、超音波通信により
送信するものであることを特徴とする請求項１記載の生体情報モニタ時刻設定装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報モニタの時刻を設定する生体情報モニタ時刻設定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、患者の体温、脈拍、血圧等の生体情報を測定するためのベッドサイドモニタ
、およびそのベッドサイドモニタから送信された生体情報を受信して管理するセントラル
モニタが混在する病院内ネットワークシステムが知られている。
【０００３】
　図２０は、従来の病院内ネットワークシステムの構成を示す図である。
【０００４】
　図２０に示す病院内ネットワークシステムには、基地局となるセントラルモニタ１０１
および他のセントラルモニタ１０２と、患者の生体情報を測定するためのベッドサイドモ
ニタ１０３，１０４，１０５とが備えられている。これらセントラルモニタ１０１，１０
２とベッドサイドモニタ１０３，１０４，１０５は、ネットワーク１００を介して接続さ
れている。ここで、基地局となるセントラルモニタ１０１がシステム全体の時刻を管理し
ており、他のセントラルモニタ１０２やベッドサイドモニタ１０３，１０４，１０５は、
セントラルモニタ１０１から時刻情報をもらって自分自身の時計を合わせるようになって
いる。仮に、システム内のベッドサイドモニタにおいて時刻を変更しようとしても、強制
的にセントラルモニタ１０１の時刻に戻されてしまう。そうしないとトレンド情報など時
系列的に処理される情報について整合が取れなくなるおそれがあるからである。
【０００５】
　このような病院内ネットワークシステムとして、例えば、無線通信網を介して外部機器
と情報の送受信を行なう通信装置と、その通信装置と着脱自在に構成され離脱した状態で
生体情報を測定する生体測定装置とを備えた病院内ネットワークシステムが提案されてい
る（特許文献１参照）。
【０００６】
　また、生体情報を測定する複数のセンサと、これら複数のセンサとネットワークを介し
て接続され複数のセンサそれぞれの個体差による特性および内部時計の時刻差を補正する
データ管理装置とを備えた病院内ネットワークシステムが提案されている（特許文献２参
照）。
【特許文献１】特開２００２－３３０９３０号公報
【特許文献２】特開２００５－７１５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、病院内ネットワークシステムには、有線接続され双方向通信可能な機器ばか
りでなく、例えばセントラルモニタヘの片方向通信しかできないベッドサイドモニタも存
在しており、このようなベッドサイドモニタではテレメータにてセントラルモニタに患者
の生体情報を送っているものが多い。この場合は、セントラルモニタから当該ベッドサイ
ドモニタに対して時刻情報を送る手段がないため互いの時刻を合わせることができない。
ベッドサイドモニタでは、患者の血圧値を身体の外部から間接的に測定する非観血式の血
圧測定方法による非観血血圧などのトレンド情報などは自分自身の内蔵時計に基づいて送
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信するが、セントラルモニタとの時刻情報が大きく異なる場合、仮にベッドサイドモニタ
の時刻を採用すれば他の機器との整合性が取れなくなり患者の容態を的確に把握できない
可能性も出てくる。
【０００８】
　一方、セントラルモニタの時刻を採用すればその心配はないものの、ベッドサイドモニ
タの時刻とは異なったままであり、セントラルモニタとベッドサイドモニタとで同じトレ
ンド情報を印字出力しても、それが同一のデータかどうかを判別するのは容易ではない。
【０００９】
　また、一般に、病院内ネットワークシステムにおける機器が有する内蔵時計の精度はさ
ほどよいものではないので、何ヶ月も経つうちにこのように時刻情報がモニタごとに異な
ってくるのはべつだん珍しいことではない。医療スタッフの機器に対する知識が少なかっ
たり、時計合わせのメニューが深い階層にある機種では時計が合わせられることもなく放
置されてしまい、上述のようなことが頻繁に起こり得るという問題がある。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑み、簡単に時刻を合わせることができる生体情報モニタ時刻設
定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成する本発明の生体情報モニタ時刻設定装置は、
　外部から現在時刻を取得する時刻取得部と、
　上記時刻取得部で取得した現在時刻の設定を受けて、その設定に引き続き、自律的に現
在時刻を管理する時刻管理部と、
　操作を受けて、上記時刻管理部で管理されている現在時刻を、患者の生体情報を検出す
るベッドサイドモニタに向けて送信する時刻送信部とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の生体情報モニタ時刻設定装置は、外部から現在時刻を取得して自律的に管理し
、操作を受けて管理されている現在時刻を、患者の生体情報を検出するベッドサイドモニ
タに向けて送信するものである。このため、例えば、本発明の生体情報モニタ時刻設定装
置で外部のネットワークから現在時刻を取得してベッドサイドモニタに向けて送信するこ
とにより、そのネットワークに接続されたセントラルモニタと上記ベッドサイドモニタと
の間で簡単に時刻を合わせることができる。従って、セントラルモニタとベッドサイドモ
ニタとの時刻情報が大きく異なることが防止され、あるベッドサイドモニタのみの時刻を
採用する場合と比較し、他の機器との整合性が取れずに患者の容態を的確に把握すること
ができないという問題を解消することができる。また、セントラルモニタのみの時刻を採
用する場合と比較し、セントラルモニタとベッドサイドモニタとの間で、ある時刻におけ
るデータが同一か否かを判別するのが困難であるという問題を解消することができる。
【００１３】
　ここで、上記時刻取得部が、現在時刻を、上記ベッドサイドモニタおよびそのベッドサ
イドモニタから患者の生体情報の送信を受けて患者の生体情報を管理するセントラルモニ
タを含む病院内システムから取得するものであることが好ましい。
【００１４】
　このように、ベッドサイドモニタおよびセントラルモニタを含む病院内システムから現
在時刻を取得すると、その病院内システムを構成するセントラルモニタとベッドサイドモ
ニタとの間で簡単に且つ精度よく時刻を合わせることができる。
【００１５】
　また、上記時刻取得部が、現在時刻を、標準時報局から取得するものであることも好ま
しい態様である。
【００１６】
　このようにすると、現在時刻を日本標準時の時刻にすることができる。
【００１７】
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　さらに、上記時刻送信部は、この生体情報モニタ時刻設定装置に対する、現在時刻送信
以外の他の所定の処理を指示する操作を受けて、該他の所定の処理を実行するとともに、
上記ベッドサイドモニタに向けて現在時刻を送信するものであることも好ましい。
【００１８】
　このように、現在時刻を他の所定の処理とともに送信すると、現在時刻のみを別途送信
する場合と比較し、操作者の手間を削減することができる。
【００１９】
　また、上記時刻送信部は、現在時刻を、前記ベッドサイドモニタに向けて、赤外線通信
により送信するものであってもよい。
【００２０】
　さらに、上記時刻送信部は、現在時刻を、上記ベッドサイドモニタに向けて、超音波通
信により送信するものであってもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の生体情報モニタ時刻設定装置によれば、簡単に時刻を合わせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置および充電器の回路ブロ
ック図である。
【００２４】
　図１には、本発明の第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置１０と、この生体情報
モニタ時刻設定装置１０に接続された充電器２０とが示されている。
【００２５】
　生体情報モニタ時刻設定装置１０には、ＣＰＵ１１が備えられている。このＣＰＵ１１
は、この生体情報モニタ時刻設定装置１０の動作を統括する。このＣＰＵ１１には、リー
ド・オンリ・メモリ（以下ＲＯＭとる略記する）１１ａと、ランダム・アクセス・メモリ
（以下ＲＡＭと略記する）１１ｂと、液晶ドライバ（ＬＣＤｒ）１１ｃと、リアルタイム
クロック（以下ＲＴＣと略記する）１１ｄと、タイマ（ＴＩＭＥＲ）１１ｆとが備えられ
ている。また、生体情報モニタ時刻設定装置１０には、バックアップ電池１１ｅと、液晶
パネル（ＬＣＤ）１２とが備えられている。
【００２６】
　ＲＯＭ１１ａは、後述するプログラムおよびデータを有する。
【００２７】
　ＲＡＭ１１ｂは、演算や変数の一次記憶に用いられる。
【００２８】
　液晶ドライバ１１ｃは、液晶パネル１２を駆動する。
【００２９】
　ＲＴＣ１１ｄは、読み書き可能な時刻情報を保持するものであり、この時刻情報はバッ
クアップ電池１１ｅによってバックアップされる。また、このＲＴＣ１１ｄは、本発明に
いう時刻取得部の一例に相当し、後述するようにして外部から現在時刻を取得する。さら
に、ＣＰＵ１１は、本発明にいう時刻管理部を担うものであり、ＲＴＣ１１ｄで取得した
現在時刻の設定を受けて、その設定に引き続き、自律的に現在時刻を管理する。
【００３０】
　タイマ１１ｆは、時間の計測に用いられる。
【００３１】
　液晶パネル１２は、後述する時刻情報を表示する。
【００３２】
　また、生体情報モニタ時刻設定装置１０には、３.５７ＭＨｚの周波数を有するシステ
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ムクロックをＣＰＵ１１に供給する発振器１１ｇと、後述する時制やアラームの設定など
の時計機能の設定のためにユーザが指で操作するスイッチ１３ａ，１３ｂ，１３ｃが備え
られている。尚、スイッチ１３ａは、この生体情報モニタ時刻設定装置１０を後述するリ
モコンとして使用する場合に赤外ＬＥＤ１５の投光のトリガ信号を発生するためにも使用
される。
【００３３】
　さらに、生体情報モニタ時刻設定装置１０には、ＣＰＵ１１が暴走したときにユーザが
リセットをかけるためのマニュアルリセットスイッチとして使用されるスイッチ１３ｄも
備えられている。
【００３４】
　また、生体情報モニタ時刻設定装置１０には、あらかじめセットされた時計のアラーム
を音声で報知するブザー１４と、あらかじめエンコードされたコマンドおよびデータを赤
外光に変換して赤外フィルタ１５ａを介して投光する赤外ＬＥＤ１５と、その赤外ＬＥＤ
１５を適切な電流で駆動するトランジスタ１５ｂと、初期値を設定するための４連スイッ
チであるディップスイッチ１６とが備えられている。これら赤外ＬＥＤ１５，赤外フィル
タ１５ａ，トランジスタ１５ｂが、本発明にいう時刻送信部の一例に相当する。
【００３５】
　さらに、生体情報モニタ時刻設定装置１０には、３セルのニッケル水素電池である充電
池１７が備えられている。この充電池１７は、外部電源入力端子１８ａ，１８ｂを経由し
て後述する充電器２０から充電されるとともに、この生体情報モニタ時刻設定装置１０が
充電器２０から取り外されたときに前述のＣＰＵ１１，液晶パネル１２、赤外ＬＥＤ１５
などに対して約３.６Ｖの電源を供給する。
【００３６】
　また、生体情報モニタ時刻設定装置１０には、後述する充電器２０と接続されたか否か
を検出するとともに病院内のネットワーク（イーサネット：登録商標）からの信号を伝送
するコネクタ１８ｃ、およびそのコネクタ１８ｃを経由して病院内のネットワークと通信
するためのイーサネット（登録商標）・コントローラ１９が備えられている。
【００３７】
　次に、充電器２０の構成について説明する。充電器２０には、外部電源から電源ケーブ
ル２１を介して交流電源が供給される。この充電器２０では、この交流電源をブリッジＩ
Ｃ２２で整流した後、トランス２３で降圧し、不図示の平滑回路を通じてレギュレータ２
４で約４Ｖの直流電圧を出力する。
【００３８】
　また、充電器２０を構成するコネクタ２５ａ，２５ｂは、前述した生体情報モニタ時刻
設定装置１０の外部電源入力端子１８ａ，１８ｂと接触し、上記直流電圧を生体情報モニ
タ時刻設定装置１０に供給し、またコネクタ２５ｃはネットワークコネクタ２６とともに
外部の病院内ネットワークと生体情報モニタ時刻設定装置１０との間でネットワーク情報
のやり取りを行なうためのものである。
【００３９】
　図２は、図１に示す生体情報モニタ時刻設定装置の外観図である。
【００４０】
　図２（ａ），図２（ｂ），図２（ｃ），図２（ｄ）には、生体情報モニタ時刻設定装置
１０の正面図，上面図，背面図，下面図が示されている。
【００４１】
　この生体情報モニタ時刻設定装置１０は、図２（ａ）に示すように、外筐に液晶パネル
１２がはめ込まれている。この液晶パネル１２は、シンボル１２ａ～１２ｍを有する。詳
細には、ネットワークシンボル１２ａ、投光シンボル１２ｂ、アラーム１シンボル１２ｃ
、アラーム２シンボル１２ｄ、ＡＭシンボル１２ｅ、ＰＭシンボル１２ｆ、年シンボル１
２ｇ、月シンボル１２ｈ、日シンボル１２ｉ、曜日シンボル１２ｊ、時シンボル１２ｋ、
分シンボル１２ｌ、および秒シンボル１２ｍである。１つのシンボルは１つ以上のセグメ
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ントからなり、セグメントを組み合わせることにより目的の表示を実現している。
【００４２】
　ネットワークシンボル１２ａは、病院内のネットワークとの接続状態を表示するもので
、正常に通信していれば点灯し、通信が確立していない場合は点滅する。
【００４３】
　投光シンボル１２ｂは、赤外ＬＥＤ１５が発光しているときに点灯する。
【００４４】
　アラーム１シンボル１２ｃとアラーム２シンボル１２ｄは、通常の時計としてのアラー
一ムが設定されているときに点灯し、またＡＭシンボル１２ｅとＰＭシンボル１２ｆは、
時刻が１２時制に設定されているときにいずれかが点灯する。
【００４５】
　年シンボル１２ｇ～秒シンボル１２ｍは、現在の日時および曜日を表示する。
【００４６】
　また、図２（ｂ）に示すように、生体情報モニタ時刻設定装置１０の上面には、スイッ
チ１３ａ，１３ｂ，１３ｃと、時計のアラームを知らせるためのブザーの鳴動孔１４ａが
並んで設けられている。
【００４７】
　さらに、図２（ｃ）に示すように、生体情報モニタ時刻設定装置１０の背面には、ネジ
止めされたディップスイッチ蓋１６ａと、電池蓋１７ａとが備えられている。また、図２
（ｄ）に示すように、生体情報モニタ時刻設定装置１０の下面には、外部電源入力端子１
８ａ，１８ｂと、この生体情報モニタ時刻設定装置１０が充電器２０に接続されたことを
検出するとともに病院内のネットワークからの信号を伝送するコネクタ１８ｃとが並んで
設けられている。
【００４８】
　図３は、図１に示す充電器の外観を示す図である。
【００４９】
　図３に示す充電器２０には、外部から電源ケーブル２１を介して電源を入力し、前述し
たブリッジＩＣ２２，トランス２３，レギュレータ２４からなる内部回路によって約４Ｖ
の直流電圧を出力して生体情報モニタ時刻設定装置１０の外部電源入力端子１８ａ，１８
ｂに供給するためのコネクタ２５ａ，２５ｂと、上述したコネクタ１８ｃと接続されるコ
ネクタ２５ｃとが並んで設けられている。コネクタ２５ｃには、７本のピンが並んで設け
られており、中央のピンにて生体情報モニタ時刻設定装置１０と充電器２０との接続の検
出を行ない、他の６つのピンは病院内のネットワークを介して基地局との通信を行ない時
刻を取得する。
【００５０】
　図４は、図２に示す生体情報モニタ時刻設定装置が充電器にセットされた状態を示す図
である。
【００５１】
　充電器２０は、電源ケーブル２１を介して交流電源に接続され、生体情報モニタ時刻設
定装置１０に電源を供給し、その生体情報モニタ時刻設定装置１０を構成するＣＰＵ１１
を含む内部回路を動作させつつ充電池１７を充電する。生体情報モニタ時刻設定装置１０
の底面には、リセットスイッチ１３ｄ（図２参照）が見えており、ＣＰＵ１１が暴走した
ときにはボールペンの先などで押してリセットをかけられるようになっている。
【００５２】
　図５は、図４に示す生体情報モニタ時刻設定装置を使って赤外線受光部を持つ２台のベ
ッドサイドモニタに時刻情報を赤外線で投光する様子を示した図である。
【００５３】
　図５には、生体情報モニタ時刻設定装置１０と２台のベッドサイドモニタ３０，４９が
示されている。生体情報モニタ時刻設定装置１０のスイッチ１３ａを押すと赤外ＬＥＤ１
５（図１参照）が発光し、このとき同時に投光シンボル１２ｂが点灯して投光を知らせる
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。ここで２台のベッドサイドモニタ３０，４９は、相互の状態に無関係に受信し、時刻の
補正を行なう。ここで、ベッドサイドモニタ３０の構成について、図５および図６を参照
して説明する。
【００５４】
　図６は、ベッドサイドモニタ３０のブロック図である。
【００５５】
　図６に示すベッドサイドモニタ３０を構成するＣＰＵ３１は、このベッドサイドモニタ
３０の動作を統括する。また、デジタル基板３０ａには、ＣＰＵ３１を含む後述する機能
ブロックが搭載されている。このＣＰＵ３１は、ＲＯＭ３１ａ，ＲＡＭ３１ｂ，ＲＴＣ３
１ｃを有する。ＲＯＭ３１ａは後述するプログラムおよびデータを保持し、ＲＡＭ３１ｂ
は演算や変数の一次記憶に使われる。また、ＲＴＣ３１ｃは読み書き可能な時刻情報を保
持している。
【００５６】
　さらに、デジタル基板３０ａに搭載された発振器３１ｄは、６ＭＨｚの周波数を有する
システムクロックをＣＰＵ３１に供給する。また、ディップスイッチ３１ｅはベッドサイ
ドモニタ３０の初期設定を変更するスイッチであり、その状態が起動時に一度だけ読み込
まれる。
【００５７】
　また、ベッドサイドモニタ３０を構成する液晶ドライバ（ＬＣＤｒ）３２は、図５にも
示す液晶パネル（ＬＣＤ）３２ａを駆動する。さらに、メンブレンスイッチ３３は、図５
に示すように筐体前面に配置されユーザが指で操作するスイッチである。また、ブザー３
４は操作の誤りや内部エラーを知らせるためのものである。さらに、アラームランプドラ
イバ３５は、患者パラメータが所定値を逸脱したときやケーブル、コネクタなどが抜ける
などのアラーム条件が成立したときにアラームランプ３５ａを点灯する。
【００５８】
　また、テレメータ送信ユニット３６は、患者情報をアンテナ３６ａを介してデジタル通
信で不図示のセントラルモニタに送信する。さらに、外部入出力ドライバ３７は、デジタ
ル基板３０ａ上で絶縁された電源によって動作し、レベル変換を行ないつつ接続端子３７
ａを経由して外部機器との通信を可能にする。
【００５９】
　また、リモコン受信ユニット３８は、約３８ｋＨｚのバンドパスフィルタを内蔵し、こ
のフィルタを通過可能なパルス光にのみ反応して出力をＣＰＵ３１に渡す。さらに、ＩＣ
カードドライバ３９は、ＩＣカードスロット３９ａに挿入されたＩＣカードに対し読み書
きを行なうものであり、プログラムのバージョンアップ、あるいは波形や患者情報、機器
情報の書き出しを行なう。
【００６０】
　また、図５にも示す接続端子４１ａ，４２ａを有する酸素飽和度（ＳｐＯ２）処理回路
４１，心電図（ＥＣＧ）処理回路４２、およびインピーダンス呼吸（Ｒｅｓｐ）処理回路
４３は、除細動器などの発生する高圧パルスなどに耐えられるように機器の他の部分から
強力に絶縁されたアナログ基板４０上に形成されている。さらに、非観血血圧（ＮＩＢＰ
）ユニット４４は、図示しないポンプと圧カセンサおよびその処理回路を有し、ジョイン
ト４４ａに接続された不図示のカフから得た非観血血圧出力をＣＰＵ３１に送信する。
【００６１】
　また、電源回路４５は、電源ケーブル４６を介して入力された電源を内部の回路に供給
するための多出力の電源であり、さらに充電回路４７を介してバッテリ４８を充電する。
　　　
【００６２】
　ベッドサイドモニタ３０に外部電源がつながれていないときには、このベッドサイドモ
ニタ３０はバッテリ４８の電力で動作し、外部電源がつながれているときは電源回路４５
の出力で動作すると同時にバッテリ４８を充電する。
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【００６３】
　尚、図５に示すベッドサイドモニタ４９は、患者接続部が側面にあるだけで他の構造お
よび動作はベッドサイドモニタ３０とほぼ同一なため説明は割愛する。
【００６４】
　図７は、第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置における投光波形および受光波形
を示す図、図８は、第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置における時刻情報の出力
フォーマットを示す図である。
【００６５】
　第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置１０における時刻情報の出力フォーマット
は、いわゆる家電製品協会フォーマットである。家電製品協会フォーマットとは、図８に
示すように、リーダ、カスタムコード（会社情報などを含む固定パルス列）、パリティ、
データコード、データ、トレーラの６つの部分からなるフォーマットで、図面の制約上３
段になっているが実際には連続したパルス列である。ここで、リーダは太陽光などの定常
的な赤外線源とリモコン出力を区別するために存在し、「Ｈ」レベルが９４０ミリ秒、「
Ｌ」レベルが４７０ミリ秒の計１４１０ミリ秒に固定されており、カスタムコードは会社
情報などを含む固定パルス列であり、トレーラは「Ｌ」レベルを８４６０ミリ秒続けるこ
とで送信の終了を受信側に伝える働きをする。パリティとデータコードはそのときどきで
変化するおのおの４ビットの情報である。データは時刻情報を含む６つの部分からなり、
「年」は６ビット長で西暦年数から２０００を引いた数すなわち００～６３、「月」は４
ビット長で１～１２、「日」は５ビット長で１～３１、「時」は５ビット長で０～２３、
「分」は６ビット長で０～５９、「秒」は６ビット長で０～５９の値をそれぞれ取るもの
とし、合計３２ビットである。
【００６６】
　この図８に示すように、家電製品協会フォーマットにおいてはパルス位置変調（以下Ｐ
ＰＭと略記する）によってディジタル値を伝える。論理は正論理、各時刻情報はＭＳＢか
ら順に送信し、搬送波の周波数（バースト周波数）は３７.９ｋＨｚ、搬送波のデューテ
ィは５０％である。ここで、図７に示す投光波形は、実際に赤外ＬＥＤ１５（図１参照）
の発光する波形であり、ＣＰＵ１１がトランジスタ１５ｂをドライブするのはこれを反転
した波形である。また、受光波形は、受光側の機器、例えばベッドサイドモニタ３０に内
蔵されたリモコン受信ユニット３８が受光した波形をＣＰＵ３１に対して出力する波形で
ある。ＣＰＵ３１はこの波形をいったんＲＡＭ３１ｂ上に確保したリングバッファに格納
し、受信終了後に解析して年・月・日・時・分・秒の６つのデータを算出し、ＲＴＣ３１
ｃにセットする。
【００６７】
　図９は、第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置のメインルーチンのフローチャー
トを示す図である。
【００６８】
　第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置１０が充電器２０にセットされた状態でリ
セットスイッチ１３ｄを押すとハードウェアリセットがかかりメインルーチンが起動する
。最初に各種の回路やメモリ領域の初期化を行ない（ステップＳ１０１）、次いでＲＴＣ
ｌｌｄから時刻情報を読み出す（ステップＳ１０２）。ＲＴＣ１１ｄは専用の電池１１ｅ
でバックアップされてはいるが、工場出荷時に合わせたままの状態なので初めて使う場合
はかなり狂っていることが予想される。続いてＲＴＣ１１ｄから読み出した時刻を表示す
る。時刻の更新は１秒ごとに発生するＣＰＵ１１内部の割り込み処理で自動的に行なわれ
る（ステップＳ１０３）。
【００６９】
　次に、病院内のネットワークを通じて基地局から時刻情報の受信を試みる（ステップＳ
１０４）。ネットワークケーブルが外れている、あるいは病院内のネットワークに障害が
生じているなどの理由で受信が正常に行なわれなければ（ステップＳ１０５）、ネットワ
ークシンボル１２ａを点滅し（ステップＳ１０６）、次の受信予定時刻、ここでは正時（
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００分）まで待機し（ステップＳ１０７）、再びステップＳ１０４に戻って受信を試みる
。ステップＳ１０５において、データが受信されてデコードした結果、正常なデータが得
られた場合には、ネットワーク（ＬＡＮ）シンボル１２ａを点灯し（ステップＳＩ０８）
、ＲＴＣＩｌｄに受信した時刻をセットしたうえで（ステップＳ１０９）、受信した時刻
を表示する（ステップＳ１１０）。
【００７０】
　次に、アラーム１が有効でかつ現在時刻がアラーム１の設定時刻を過ぎているかどうか
を確認し（ステップＳ１１１）、もし過ぎていなければさらにアラーム２が有効でかつ現
在時刻がアラーム２の設定時刻を過ぎているかどうかを確認する（ステップＳ１１２）。
アラーム１とアラーム２のいずれかの設定時刻を過ぎていればブザー１４を「ピピピピピ
ピピピ…」という連続音で鳴動させる（ステップＳ１１３）。さらに、次の受信予定時刻
まで待機し（ステップＳ１１４）、再びステップＳ１０４に戻って受信を行なう。ステッ
プＳ１０５にて正常に受信できた場合はＲＴＣ１１ｄの狂いはわずかであり、１日１回程
度の受信でよい。また正常に受信できなくても、後述のように手作業で時計を合わせるこ
とができる。
【００７１】
　図１０は、スイッチによる割り込みルーチンのフローチャートを示す図である。
【００７２】
　スイッチ１３ａ，１３ｂ，１３ｃのいずれかが押されるか、あるいは生体情報モニタ時
刻設定装置１０が充電器２０から取り外されコネクタ１８ｃとコネクタ２５ｃが解放され
るとレベル変化割り込みがかかり、この割り込みルーチンに入る。
【００７３】
　先ず、スイッチからのチャタリングの処理等を行なったのち、どのスイッチが押下され
たかの判定を行なう（ステップＳ２０１）。ここで、スイッチ１３ａが押下されていると
判定された場合はステップＳ２０２に進み、次いでモード設定のサブルーチンに入る（ス
テップＳ２０３）。モード設定の方法については後述する。所望のモードに設定されたら
このルーチンを抜ける。また、ステップＳ２０１でスイッチ１３ｂが押下されていると判
定された場合はステップＳ２０４に進み、時計のアラーム１あるいはアラーム２の設定時
刻に達したためにブザー１４が連続音で鳴っているものと判定し、ブザー１４の鳴動を停
止したのち（ステップＳ２０５）、このルーチンを抜ける。
【００７４】
　また、ステップＳ２０１でスイッチ１３ｃが押下されていると判定された場合は、ステ
ップＳ２０６に進み、押されている間だけ時計のアラーム１とアラーム２の設定時刻を２
秒おきに交互に表示し（ステップＳ２０７）、スイッチ１３ｃが解放されるまで続ける（
ステップＳ２０８）。スイッチ１３ｃが解放されたらこのルーチンを抜ける。
【００７５】
　また、ステップＳ２０１でコネクタ１８ｃが充電器２０のコネクタ２５ｃから解放され
ていると判定された場合はステップＳ２０９に進み、ＣＰＵ１１は演算に必要な変数領域
やタイマ１１ｆの初期化を行なった後にタイマ１１ｆをスタートし（Ｓ２１０）、スイッ
チ１３ａが押下されたら（ステップＳ２１１）、現在の時刻をＲＴＣｌｌｄから読み出し
（ステップＳ２１２）、エンコードして送信パルスデータを作成し（ステップＳ２１３）
、投光シンボル１２ｂを点灯させ赤外ＬＥＤ１５を駆動して投光する（ステップＳ２１４
）。投光動作はスイッチ１３ａが解放されるまで繰り返し続けられる（ステップＳ２１５
）。ステップＳ２１５においてスイッチ１３ａが解放されるか、あるいはステップＳ２１
１でスイッチ１３ａが押下されていない場合はステップＳ２１６に進む。ステップＳ２１
６では、コネクタ１８ｃの状態を確認する。ここで、充電器２０のコネクタ２５ｃと接触
していれば、タイマ１１ｆのストップやメモリ領域の開放などの終了処理をして（ステッ
プＳ２２０）、このルーチンを抜ける。
【００７６】
　一方、生体情報モニタ時刻設定装置１０が充電器２０にセットされていないと判定され
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た場合はステップＳ２１７に進む。ステップＳ２１７では、タイマ１１ｆの値を確認して
コネクタ１８ｃの解放から３０分以上経過しているかどうかを判定し、もし経過していれ
ばスイッチ１３ｂの状態を確認して（ステップＳ２１８）、スイッチ１３ｂが押されてい
なければ生体情報モニタ時刻設定装置１０が放置されているものと判定してビープ音を鳴
らし続け（ステップＳ２１９）、ステップＳ２１８に戻る。一方、スイッチ１３ｂが押さ
れていればステップＳ２２０において終了処理を実行することによりビープ音を停止して
、このルーチンを抜ける。
【００７７】
　図１１は、モード設定の状態遷移図である。
【００７８】
　図１０に示すステップＳ２０３におけるモード設定の説明にあたり、フローチャートで
は説明が煩雑になるため、ここでは遷移図の形で示す。
【００７９】
　図１１（ａ）に示すように、通常モードすなわち生体情報モニタ時刻設定装置１０が充
電器２０にセットされて時計を表示している状態からスイッチ１３ａが押されると、時刻
設定モードに入り年シンボル１２ｇが０.５秒周期で点滅する。さらにスイッチ１３ａが
押されるたびに、アラーム１設定モード、アラーム２設定モード、時制設定モードヘと遷
移し、もう一度スイッチ１３ａが押されると時刻設定モードに戻り、上記を繰り返す。た
だし、このモード間の遷移はスイッチ１３ａのみが押され続けている場合にのみ有効であ
り、スイッチ１３ｂやスイッチ１３ｃが一度でも押されてしまうとそのモードに入ってし
まう。また、各モードから他のモードヘの遷移はできない。各モードから通常モードヘの
復帰は、スイッチ１３ａを押して修正を確定して復帰させるか、あるいは１０秒間何も押
さずに修正を破棄して復帰させるかのいずれかとなる。
【００８０】
　時刻設定モードに入ると、今度はスイッチ１３ｂが押されるたびに月シンボル１２ｈ、
日シンボル１２ｉ、時シンボル１２ｋ、分シンボル１２ｌがそれぞれ０.５秒周期で点滅
し、もういちどスイッチ１３ｂが押されると再び年シンボル１２ｇが点滅する。点滅して
いるシンボルは値の変更が可能である。いずれかのシンボルが点滅しているときにスイッ
チ１３ｃを押すと、そのシンボルの値に１が加えられる。たとえば年シンボル１２ｇが３
４のときは３５になり、年の上限値６３のときは００となる。日は月の値によって、時は
時制によって上限値が変わることは言うまでもない。スイッチ１３ｂおよびスイッチ１３
ｃによって所望の年月日時分に設定したのちスイッチ１３ａを押すと、その年月日時分で
秒が０の時刻にセットされ、通常モードに戻る。
【００８１】
　アラーム１設定モードに入るとまずアラーム１シンボル１２ｃと時シンボル１２ｋが点
滅し、スイッチ１３ｂが押されるたぴに分シンボル１２ｌがそれぞれ０.５秒周期で点滅
し、もういちどスイッチ１３ｂが押されると再び時シンボル１２ｋが点滅する。いずれか
のシンボルが点滅しているときにスイッチ１３ｃを押すと、そのシンボルの値に１が加え
られる。たとえば分シンボル１２ｌが３４のときは３５になり、分の上限値５９のときは
００となる。時は時制によって上限値が変わることは言うまでもない。スイッチ１３ｂお
よびスイッチ１３ｃによって所望の時分に設定したのちスイッチ１３ａを押すと、その時
分がＲＡＭ１１ｂ上のアラーム１記憶領域にセットされ、アラーム１シンボル１２ｃが点
灯し通常モードに戻る。
【００８２】
　アラーム２設定モードは、アラーム１シンボル１２ｃの代わりにアラーム２シンボル１
２ｄが点滅すること以外は、アラーム１設定モードと同じ動作のため説明は割愛する。ア
ラーム２が設定されるとその時分がＲＡＭ１１ｂ上のアラーム２記憶領域にセットされ、
アラーム２シンボル１２ｄが点灯し通常モードに戻る。
【００８３】
　時制設定モードでは、１２時制と２４時制の切り替えが行なわれる。このモードに入る
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と、まず現在の時制で時シンボル１２ｋ、分シンボル１２ｌ、秒シンボル１２ｍがそれぞ
れ０.５秒周期で点滅する。１２時制であればＡＭシンボル１２ｅまたはＰＭシンボル１
２ｆのいずれかが現在の時刻に合わせて点滅し、２４時制であればＡＭシンボル１２ｅと
ＰＭシンボル１２ｆを両方とも消灯して現在の時刻を２４時制で点滅表示する。スイッチ
１３ｂを押すたびにいずれかの時制に切り替わり、所望の時制に設定したのちスイッチ１
３ａを押すと、その時分がＲＡＭ１１ｂ上の時制記憶領域にセットされ、通常モードに戻
る。
【００８４】
　尚、図１１（ｂ）に示すように、通常モードにおいてアラーム１またはアラーム２で設
定した時刻になるとブザー１４が「ピピピピピピピピ…」という連続音で鳴動し、これを
止めるにはスイッチ１３ｂを押す。また図１１（ｃ）に示すように、通常モードにおいて
スイッチ１３ｃを押している間だけ、アラーム１とアラーム２の設定時刻が２秒周期で交
互に表示される。アラームが設定されていないときは時シンボル１２ｋ、分シンボル１２
ｌ、秒シンボル１２ｍがいずれも「――」表示になり、アラームが設定されていないこと
が一目でわかるようになっている。
【００８５】
　図１２は、ベッドサイドモニタのリモコン割り込みルーチンのフローチャートを示す図
である。
【００８６】
　このルーチンは、ベッドサイドモニタ３０に内蔵されたリモコン受信ユニット３８の出
力が「Ｈ」レベルになったときに割り込みで起動される。このルーチンに入ると、まずＣ
ＰＵ３１は変数の初期化を行ない（ステップＳ３０１）、リーダ部分の受信を開始する。
リーダ部分が正常に受信できたかどうかを確認し（ステップＳ３０２）、受信できていれ
ばリングバッファを動作させ（ステップＳ３０３）、データの受信を開始する。尚、リー
ダ部分が正常に受信できていなければ、日光などの外来光が一時的に入射したものと判定
し、終了処理に移って（ステップＳ３０８）、このルーチンを抜ける。
【００８７】
　次に、ＲＡＭ３１ｂ上にあらかじめ確保されたリングバッファに受信したデータを受信
したのち、正常に受信できたかどうかを確認し、さらにトレーラ部分が正常に受信できた
かどうかを確認し（ステップＳ３０４）、受信できていればリングバッファを停止して（
ステップＳ３０５）、その内容を解析する（ステップＳ３０６）。その結果、正しい時刻
データが得られればその値をＲＴＣ３１ｃにセットし（ステップＳ３０７）、終了処理を
したのち（ステップＳ３０８）、このルーチンを抜ける。尚、不正な時刻データであれば
ＲＴＣ３１ｃに書き込むことなく終了処理に入り（ステップＳ３０８）、このルーチンを
抜ける。このルーチンにより、いちいちメニューを開かなくてもＲＴＣ３１ｃは正しい日
時にセットされる。
【００８８】
　次に、本発明の生体情報モニタ時刻設定装置の第２実施形態について説明する。
【００８９】
　図１３は、本発明の第２実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置の回路ブロック図であ
る。
【００９０】
　図１３に示す生体情報モニタ時刻設定装置５０は、図１に示す生体情報モニタ時刻設定
装置１０とほとんど同じなので詳細な説明は省略するが、生体情報モニタ時刻設定装置１
０と異なる点は、まず送信媒体が赤外線から超音波になっているので、赤外ＬＥＤ１５と
赤外フィルタ１５ａと、トランジスタ１５ｂとが削除され、本発明にいう時刻送信部の他
の一例である超音波送信ユニット駆動回路５５および超音波送信ユニット５５ａに変更に
なっているのと、時刻情報の取得が病院内のネットワークを介してではなく日本標準時（
長波ＪＪＹ）となるためネットワークコネクタ１８ｃ、イーサネット（登録商標）・コン
トローラ１９が長波受信ユニット５９とアンテナ５９ａとに変更になっている。さらに、
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電池が二次電池から一次電池に変更されている。このため、外部からの電源供給が不要で
ある。具体的には、二次電池である充電池１７および外部電源入力端子１８ａ，１８ｂが
削除され、一次電池５７のみになっている。また、病院内のネットワーク（イーサネット
：登録商標）からの信号を伝送する電気的な接点であるコネクタ１８ｃではなく、抵抗素
子でプルアップされたマイクロスイッチ５８となっている。このマイクロスイッチ５８は
、２つの接点５８ａを有し、後述するスタンド５０ａが閉じられると２つの接点５８ａど
うしが接触する。
【００９１】
　図１４は、図１３に示す生体情報モニタ時刻設定装置の外観図である。
【００９２】
　図１４（ａ），図１４（ｂ），図１４（ｃ），図１４（ｄ）には、生体情報モニタ時刻
設定装置５０の正面図，上面図，背面図，下面図が示されている。
【００９３】
　尚、この生体情報モニタ時刻設定装置５０の外観図も、前述した図２に示す生体情報モ
ニタ時刻設定装置１０の外観とほとんど同じなので詳細な説明は省略するが、異なる点だ
け述べると、まず送信媒体の変更により赤外フィルタ１５ａが削除され、図１４（ｃ）に
示す超音波送信ユニット５５ａになっている。また一次電池５７を使用しているため、下
部の外部電源入力端子１８ａ，１８ｂの代わりに図１４（ｃ）に示すマイクロスイッチ（
接触検出スイッチ）５８だけが存在している。外部からの電源供給や入出力がなくなった
ため充電器２０に相当する機器は不要となり、その代わりスタンド５０ａが追加されてい
る。
【００９４】
　図１５は、図１４に示す生体情報モニタ時刻設定装置を、スタンドを開いて設置したと
きの外観を示す図である。
【００９５】
　生体情報モニタ時刻設定装置５０は、図１５に示すように、スタンド５０ａを開いて設
置することができ、また前述した生体情報モニタ時刻設定装置１０とは異なり単独で機能
するため、ネットワークケーブルや電源ケーブルなどのケーブル類などはいっさい接続さ
れない。
【００９６】
　図１６は、図１５に示す生体情報モニタ時刻設定装置を使って超音波受光部を持つベッ
ドサイドモニタに時刻情報を超音波で送信する様子を示した図である。
【００９７】
　尚、図１６に示すベッドサイドモニタ７０は、前述した図５に示すベッドサイドモニタ
３０と比較し、リモコン受信ユニット３８が超音波受信ユニット７８に置き換えられてい
る点が異なっている。
【００９８】
　看護師がスタンド５０ａをたたむと超音波送信ユニット５５ａを介して現在時刻情報を
パルス変調した超音波が定期的に出力され、白衣のポケットなどに生体情報モニタ時刻設
定装置５０の超音波送信ユニット５５ａの送信孔を外側に向けて忍ばせたままベッドサイ
ドモニタ７０に近づくと、超音波送信ユニット５５ａから発せられた超音波を近傍のベッ
ドサイドモニタ７０の超音波受信ユニット７８が受信して信号処理を施し、内部のＣＰＵ
で時刻を変更する。
【００９９】
　図１７は、図１６に示すベッドサイドモニタのブロック図である。
【０１００】
　前述した図６に示すベッドサイドモニタ３０とほとんど変わるところはないが、リモコ
ン受信ユニット３８が、超音波センサ７８ａとアンプ７８ｂからなる超音波受信ユニット
７８に変更されている。アンプ７８ｂは約２５ｋＨｚのバンドパスフィルタを内蔵し、超
音波センサ７８ａを通じて得られた超音波をフィルタリングしたうえで増幅しＣＰＵ７１
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に出力する。
【０１０１】
　図１８は、第２実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置のメインルーチンのフローチャ
ートを示す図である。
【０１０２】
　第２実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置５０のリセットスイッチ５３ｄ（図１３参
照）を押すとハードウェアリセットがかかりメインルーチンが起動する。最初に各種の回
路やメモリ領域の初期化を行ない（ステップＳ４０１）、次いでＲＴＣ５１ｄから時刻情
報を読み出す（ステップＳ４０２）。ＲＴＣ５１ｄは専用の電池５１ｅでバックアップさ
れてはいるが、工場出荷時に合わせたままの状態なので初めて使う場合はかなり狂ってい
ることが予想される。続いてＲＴＣ５１ｄから読み出した時刻を表示する。時刻の更新は
１秒ごとに発生するＣＰＵ５１内部の割り込み処理で自動的に行われる（ステップＳ４０
３）。
【０１０３】
　次に、アンテナシンボル５２ａ（図１４参照）を点滅させ（ステップＳ４０４）、電波
時計の受信を開始する（ステップＳ４０５）。電波が弱いなどの理由で受信が正常に行な
われなければ（ステップＳ４０６）、アンテナシンボル５２ａを消灯し（ステップＳ４０
７）、次の受信予定時刻まで待機し（ステップＳ４０８）、再びステップＳ４０５に戻っ
て受信を試みる。
【０１０４】
　ステップＳ４０６でデータが受信でき、デコードの結果正常なデータが得られた場合に
はアンテナシンボル５２ａを点灯し（ステップＳ４０９）、ＲＴＣ５１ｄに受信した時刻
をセットしたうえで（ステップＳ４１０）、受信した時刻を表示する（ステップＳ４１１
）。次に、アラーム１が有効でかつ現在時刻がアラーム１の設定時刻を過ぎているかどう
かを確認し（ステップＳ４１２）、もし過ぎていなければさらにアラーム２が有効でかつ
現在時刻がアラーム２の設定時刻を過ぎているかどうかを確認する（ステップＳ４１３）
。アラーム１とアラーム２のいずれかの設定時刻を過ぎていればブザー５４を「ピピピピ
ピピピピ…」という連続音で鳴動させる（ステップＳ４１４）。さらに、次の受信予定時
刻まで待機し（ステップＳ４１５）、再びステップＳ４０５に戻って受信を行なう。ステ
ップＳ４０６で正常に受信できた場合はＲＴＣ５１ｄの狂いはわずかであり、１日１回程
度の受信でよい。また、ステップＳ４０６で正常に受信できない場合は１５分待機し再び
受信動作を行なう。さらにそれでも受信できない場合は後述のように手作業で時計を合わ
せることができる。
【０１０５】
　図１９は、スイッチによる割り込みルーチンのフローチャートを示す図である。
【０１０６】
　スイッチ５３ａ，５３ｂ，５３ｃのいずれかが押されるか、あるいはスタンド５０ａが
閉じられてマイクロスイッチ５８の接点５８ａが接触すると「Ｈ」レベルから「Ｌ」レベ
ルに変化して割り込みがかかり、この割り込みルーチンに入る。
【０１０７】
　先ず、スイッチからのチャタリング処理等を行なったのち、どのスイッチが押下された
かの判定を行なう（ステップＳ５０１）。ここで、スイッチ５３ａが押下されていると判
定された場合はステップＳ５０２に進み、次いでモード設定のサブルーチンに入る（ステ
ップＳ５０３）。モード設定の方法は、図１１（ａ），図１１（ｂ），図１１（ｃ）のモ
ード設定の状態遷移図を参照して説明したものと同じであるため、ここでは説明を省く。
所望のモードに設定されたらこのルーチンを抜ける。
【０１０８】
　また、ステップＳ５０１でスイッチ５３ｂが押下されていると判定された場合はステッ
プＳ５０４に進み、時計のアラーム１あるいはアラーム２の設定時刻に達したためにブザ
ー５４が「ピピピピピピピピ…」という連続音で鳴っているものと判定し、ブザー５４の
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鳴動を停止したのち（ステップＳ５０５）、このルーチンを抜ける。
【０１０９】
　さらに、ステップＳ５０１でスイッチ５３ｃが押下されていると判定された場合はステ
ップＳ５０６に進み、押されている間だけ時計のアラーム１とアラーム２の設定時刻を２
秒おきに交互に表示し（ステップＳ５０７）、スイッチ５３ｃが解放されるまで続ける（
ステップＳ５０８）。スイッチ５３ｃが解放されたらこのルーチンを抜ける。
【０１１０】
　また、ステップＳ５０１において、接点５８ａが接触していると判定された場合はステ
ップＳ５０９に進み、ＣＰＵ５１は演算に必要な変数領域やタイマ５１ｆの初期化を行な
い（ステップＳ５１０）、タイマ５１ｆをスタートし（ステップＳ５１１）、現在の時刻
をＲＴＣ５１ｄから読み出し（ステップＳ５１２）、エンコードして送信パルスデータを
作成し（ステップＳ５１３）、送信シンボル５２ｂを点灯させ超音波送信ユニット駆動回
路５５は超音波送信ユニット５５ａを駆動して送信する（ステップＳ５１４）。
【０１１１】
　次に、接点５８ａの状態を確認し接触していればまだ生体情報モニタ時刻設定装置５０
が使用中であると判定し（ステップＳ５１５）、続いてタイマ５１ｆの値を確認して前回
のスタートあるいはクリアから３０分以上を経過しているかどうかを判定し（ステップＳ
５１６）、経過していなければステップＳ５１２に戻り、経過していればさらにスイッチ
５３ｂの状態を確認して（ステップＳ５１７）、押されていなければ生体情報モニタ時刻
設定装置５０が放置されているものと判定してブザー５４を「ピピピピ、ピピピピ、…」
という間欠音で鳴らし続け（ステップＳ５１８）、ステップＳ５１７に戻る。ステップＳ
５１７でスイッチ５３ｂが押されていれば、生体情報モニタ時刻設定装置５０は前回のス
タートあるいはクリアから３０分を経過してもまだ使用中であると判定しブザー５４を停
止し（ステップＳ５１９）、さらにタイマ５１ｆをクリアして（ステップＳ５２０）、ス
テップＳ５１２に戻る。
【０１１２】
　一方、ステップＳ５１５で接点５８ａが接触していなければ再びスタンド５０ａが引き
出されて机の上などに設置されたものと見なしてビープ音の消音やタイマ５１ｆのストッ
プ、さらにはメモリ領域の開放などの終了処理をして（ステップＳ５２１）、このルーチ
ンを抜ける。
【０１１３】
　ここで、ステップＳ５１３，ステップＳ５１４において行なわれる時刻情報のエンコー
ドと送信において、超音波の送信キャリア周波数は送受信ユニットによって決まる２５～
５０キロヘルツの間の特定の周波数であり、送信間隔は１０～２０秒おき程度、送信フォ
ーマットは前述した図７および図８に示したものと同じでよい。
【０１１４】
　次に、本発明の第３実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置について説明する。第３実
施形態の生体情報モニタ時刻設定装置は、第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置１
０と同様に赤外線によって時刻を合わせる生体情報モニタ時刻設定装置であるが、単独の
生体情報モニタ時刻設定装置ではなく、もともとリモコンで操作可能なベッドサイドモニ
タに対し、時刻の設定でない他の動作をリモコンによって行なっているときに時刻情報も
付随して送信してしまい、もって意識的に時刻の設定をすることなしにベッドサイドモニ
タの時刻を合わせてしまうというものである。動作については第１，第２実施形態の生体
情報モニタ時刻設定装置１０，５０に尽くされていると思われるため、詳細は述べない。
【０１１５】
　尚、第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置１０においては赤外線と有線ネットワ
ークと二次電池、第２実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置５０においては超音波と内
蔵電波時計と一次電池、という組み合わせについて述べたが、本発明は、もちろんこれに
限定されるものではない。また、本発明の生体情報モニタ時刻設定装置における送受信の
媒体は赤外線や超音波に限るものではなく、他の媒体を使用してもよいことはいうまでも
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ない。いずれも、この発明の思想の範囲内で自由に変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置および充電器の回路ブロッ
ク図である。
【図２】図１に示す生体情報モニタ時刻設定装置の外観図である。
【図３】図１に示す充電器の外観を示す図である。
【図４】図２に示す生体情報モニタ時刻設定装置が充電器にセットされた状態を示す図で
ある。
【図５】図４に示す生体情報モニタ時刻設定装置を使って赤外線受光部を持つ２台のベッ
ドサイドモニタに時刻情報を赤外線で投光する様子を示した図である。
【図６】ベッドサイドモニタ３０のブロック図である。
【図７】第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置における投光波形および受光波形を
示す図である。
【図８】第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置における時刻情報の出力フォーマッ
トを示す図である。
【図９】第１実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置のメインルーチンのフローチャート
を示す図である。
【図１０】スイッチによる割り込みルーチンのフローチャートを示す図である。
【図１１】モード設定の状態遷移図である。
【図１２】ベッドサイドモニタのリモコン割り込みルーチンのフローチャートを示す図で
ある。
【図１３】本発明の第２実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置の回路ブロック図である
。
【図１４】図１３に示す生体情報モニタ時刻設定装置の外観図である。
【図１５】図１４に示す生体情報モニタ時刻設定装置を、スタンドを開いて設置したとき
の外観を示す図である。
【図１６】図１５に示す生体情報モニタ時刻設定装置を使って超音波受光部を持つベッド
サイドモニタに時刻情報を超音波で送信する様子を示した図である。
【図１７】図１６に示すベッドサイドモニタのブロック図である。
【図１８】第２実施形態の生体情報モニタ時刻設定装置のメインルーチンのフローチャー
トを示す図である。
【図１９】スイッチによる割り込みルーチンのフローチャートを示す図である。
【図２０】従来の病院内ネットワークシステムの構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０，５０　生体情報モニタ時刻設定装置
　１１，３１　ＣＰＵ
　１１ａ，３１ａ　ＲＯＭ
　１１ｂ，３１ｂ　ＲＡＭ
　１１ｃ，３２　液晶ドライバ（ＬＣＤｒ）
　１１ｄ，３１ｃ　リアルタイムクロック（ＲＴＣ）
　１１ｅ　バックアップ電池
　１１ｆ　タイマ（ＴＩＭＥＲ）
　１１ｇ，３１ｄ　発振器
　１２，３２ａ　液晶パネル（ＬＣＤ）
　１２ａ～１２ｍ　シンボル
　１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ　スイッチ
　１４，３４　ブザー
　１４ａ　ブザーの鳴動孔
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　１５　赤外ＬＥＤ
　１５ｂ　トランジスタ
　１６，３１ｅ　ディップスイッチ
　１６ａ　ディップスイッチ蓋
　１７　充電池
　１７ａ　電池蓋
　１８ａ，１８ｂ　外部電源入力端子
　１８ｃ，２５ａ，２５ｂ，２５ｃ　コネクタ
　１９　イーサネット（登録商標）・コントローラ
　２０　充電器
　２１，４６　電源ケーブル
　２２　ブリッジＩＣ
　２３　トランス
　２４　レギュレータ
　２６　ネットワークコネクタ
　３０，４９，７０　ベッドサイドモニタ
　３０ａ　デジタル基板
　３３　メンブレンスイッチ
　３５　アラームランプドライバ
　３５ａ　アラームランプ
　３６　テレメータ送信ユニット
　３６ａ，５９ａ　アンテナ
　３７　外部入出力ドライバ
　３７ａ，４１ａ，４２ａ　接続端子
　３８　リモコン受信ユニット
　３９　ＩＣカードドライバ
　３９ａ　ＩＣカードスロット
　４０　アナログ基板
　４１　酸素飽和度（ＳｐＯ２）処理回路
　４２　心電図（ＥＣＧ）処理回路
　４３　インピーダンス呼吸（Ｒｅｓｐ）処理回路
　４４　非観血血圧（ＮＩＢＰ）ユニット
　４４ａ　ジョイント
　４５　電源回路
　４７　充電回路
　４８　バッテリ
　５０ａ　スタンド
　５５　超音波送信ユニット駆動回路
　５５ａ　超音波送信ユニット
　５７　一次電池
　５８　マイクロスイッチ
　５８ａ　接点
　５９　長波受信ユニット
　７８　超音波受信ユニット
　７８ａ　超音波センサ
　７８ｂ　アンプ
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